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はじめに 

 

 地方公共団体が提供する行政サービスは、そこに暮らす住民の生活に密接に関わっ

ている。近年、こうした行政サービスの地域間格差が顕在化するとともに、その格差

が拡大してきている、との指摘が増加している。 

 本検討会においては、このような指摘を踏まえ、行政サービスの地域間格差が拡大

しているとすれば、その背景には、地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差が拡大

しつつあるのではないか、そして、まずは税収の偏在や財政力格差の状況について原

因と課題の分析を進める必要があるのではないか、との問題意識に基づき、検討を行

った。 

 

 検討に当たっては、第一に、地方税収や地方財政、行政サービスの現状について客

観的なデータを確認するとともに、ヒアリングやアンケート調査等を通じてこれらに

ついての地方公共団体からの意見も参考にして分析を行った。第二に、人口動態及び

経済社会構造の変化について、我が国における人口減少や人口移動の現状等を確認す

るとともに、法人の事業活動・組織形態の変化及び地価の動向と都市開発の進展とい

う観点から分析を行った。 

これらを踏まえ、第三に、いわゆる東京一極集中がもたらす課題として、行政サー

ビスの地域間格差の拡大、特にその原因と考えられる税収の偏在及び地域間の財政力

格差に着目して検討を行った。 

 

いうまでもなく、地方公共団体が行う地域の行政サービスの提供に必要となる費用

については、地域住民や地域で活動する企業等が負担する地方税で賄うことが、地方

自治の基本的な考え方であり、各地域の行政サービスはそれぞれの地方公共団体の意

思と責任の下で行われることが地方自治の原則である。その上で、地方税の充実確保

を図るとともに、経済社会構造の変化に対応し、税源の偏在性が小さく、税収が安定

的な地方税体系を構築することが重要である。 

 

 本検討会においては、こうした地方税制のあり方に関する基本的な考え方に立って、

専門的見地から、地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差に係る原因・課題の分析

を進めるとともに、行政サービスの看過できないほどの地域間格差が生じているのか

という点や、税収の偏在是正の必要性について検討を行ったところである。加えて、

審議の過程において、都市と地方の持続可能な発展のための地方税体系を構築するた

めの具体的な方策の検討に当たっての視点についても議論を行った。 

 

地方税財政の課題に限らず、より大きな視点に立てば、都市と地方の問題は、我が

国が直面している人口減少や少子高齢化といった構造的な課題と深く結びついてい

る。すなわち、我が国全体では人口減少が続く一方で、全国各地から東京都への転入

超過は続いており、今後もその流れが継続することが見込まれるとともに、こうした
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東京都への転入超過は若年層がその大半を占めている。地方から人口が流出し、地方

において若年層が少なくなることは、地域の産業の衰退や地域社会を支える担い手の

不足など、地域の活力の低下をもたらす。地域の活力の低下は、我が国全体の活力の

低下をもたらすおそれがある。また、より長期的に見れば、将来、地方から東京都に

人材を提供できなくなる可能性もあり、そうなれば日本全体の衰退につながりかねな

い。これらの観点から、都市と地方がともに持続可能な形で発展できるような取組が

進められる必要がある。 

 

 本報告書がこうした本検討会の趣旨に沿って、今後の検討の深化や制度改正に活か

されることを期待したい。 
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１．本検討会の設置と審議経過等 

 

近年、地方税収が全体として増加する中で、地域間の財政力格差が拡大している

こと等を踏まえ、令和７年度与党税制改正大綱において、以下のような検討の方向

性が示されることとなった。 

 

令和７年度与党税制改正大綱（抄）（令和６年 12月 20日 自由民主党・公明党） 

第一 令和７年度税制改正の基本的考え方 

２．地方創生や活力ある地域経済の実現 

（３）都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築 

地方経済の活性化及び地方の生活環境の改善に向けた基盤づくりとし

て、地方税の充実確保を図る。また、東京一極集中が続く中、既に地方に居

住している人の流出を防止するとともに、都市部から地方への移住を拡大

する観点から、「若者・女性にも選ばれる地方」をつくることが重要である。

このため、行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地

方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析

を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて

取り組む。 

特に、住所地課税の例外となっている道府県民税利子割については、イ

ンターネット銀行の伸長等の経済社会の構造変化により、あるべき税収帰

属との乖離が拡大していることから、金融機関等の事務負担に配慮すると

ともに、地方公共団体の意見を踏まえつつ、税収帰属の適正化のための抜

本的な方策を検討し、令和８年度税制改正において結論を得る。 

 

「地方税制のあり方に関する検討会」（以下「本検討会」という。）は、この与党

税制改正大綱を踏まえ、令和８年度税制改正に向けて、地方税制に係る諸課題につ

いて専門的見地からの検討を行うため、令和７年２月、総務省の地方財政審議会に

設置された。 

また、令和７年６月に閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針 2025～「今

日より明日はよくなる」と実感できる社会へ～』においても、「東京一極集中が続き

行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団体間の税収

の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さ

く税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組む。」とされたことも受けて、総

務大臣からの要請に基づき、７月に開催された本検討会において、地方公共団体間

の税収の偏在や財政力格差の原因・課題の分析を行うこととし、令和７年 11 月ま

で、９回の会合を重ねてきた。 

この間、当事者である地方関係団体や個別の地方公共団体のほか、産業界のヒア

リングも実施しながら、精力的な議論を重ね、本報告書を取りまとめたところであ

る。 
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２．地方公共団体の税財政や行政サービスの現状 
 

（１）地方税収の現状 
 

（全国の地方税収の状況） 

地方税収は、近年、企業収益や消費支出等の増加、地価の上昇等により、決算ベー

スで３年連続過去最高となっており、令和６年度決算見込み（特別法人事業譲与税を

含む）では、47.6兆円1となっている。〔資料 2-1-1〕 

〔資料 2-1-1〕地方税収の推移 

 

 

（東京都の税収の状況） 

東京都の税収も、同様に、近年、増加傾向で推移しており、令和６年度から７年度

にかけて、当初予算ベースで約 5,000億円の増加2となっている。その主な内訳をみる

と、地方法人二税で約 2,347億円、個人住民税で 1,540億円、固定資産税・都市計画

税で 452億円の増加となっている。 

  

 
1 令和２年度決算と比較すると、5兆 8,979億円の増加（14.2％の増）。 
2 令和２年度決算と令和６年度決算見込を比較すると、1 兆 3,449 億円の増加（25.1％の増）。な

お、東京都及び都内市区町村の税収の合計と、46道府県（市町村分含む）の税収の合計を令和２

年度決算と令和５年度決算で比較すると、前者は 14.4％の増、後者は 8.8％の増。 
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〔資料 2-1-2〕東京都の税収の推移 

 

（全国に占める東京都の税収の状況） 

主要税目の全国に占める東京都の税収シェアの推移をみると、地方法人二税（特別

法人事業譲与税除く）は、平成 20 年のリーマンショック等の影響により一時的に減

少したものの、その後、増加傾向にあり、現行制度における偏在是正措置3による効果

を勘案（地方法人二税（特別法人事業譲与税含む））しても、全体の２割を超える水準

となっている。また、個人住民税や固定資産税のシェアも、一貫して増加傾向で推移

している。〔資料 2-1-3〕 

  

 
3 平成 20 年度税制改正において、平成 15 年度以後の地方法人二税の税収の急速な回復に伴い、

地域間の財政力格差の拡大が顕著となったことを踏まえ、消費税を含む税制の抜本的な改革まで

の暫定措置として、地方法人特別税・譲与税制度を創設した（令和元年９月末廃止）。また、令和

元年度税制改正において、地域間の財政力格差の拡大、インターネット取引の拡大などの経済社

会構造の変化等に対応するため、恒久措置として特別法人事業税・譲与税制度を創設した。 

 また、これとは別に、地方消費税率の引上げにより交付団体と不交付団体の財政力格差が大き

くなることに対応するため、平成 26年度・28年度税制改正において、法人住民税法人税割の一部

を地方法人税とし、税収の全額を交付税原資とする見直しを行っている。（参考資料参照） 
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〔資料 2-1-3〕全国に占める東京都の税収シェアの推移 

また、令和５年度決算における全国の地方税収に占める東京都の税収（都及び市区

町村の税収の合計額）のシェアは全体で 17.6％となっている。この水準を大きく上回

る税目としては、道府県民税利子割のほか、地方法人二税・特別法人事業譲与税の合

計が 22.5％（地方法人二税では 28.6％）、土地に係る固定資産税が 25.1％となってい

る。〔資料 2-1-4〕 

〔資料 2-1-4〕全国・東京都の地方税収（令和５年度決算） 
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地方税の偏在度を人口一人当たり税収額でみると、地方税全体では、最大の東京都

と最小の長崎県には 2.3倍程度の差があり、特に税源の偏在度が大きい地方法人二税

では、特別法人事業譲与税を含むことにより、現行制度における偏在是正措置による

効果を勘案しても、最大の東京都と最小の奈良県には 3.6倍の差がある。 

また、地方税全体、個人住民税、地方法人二税及び固定資産税において、人口一人

当たり税収額が最大となっているのは、いずれも東京都となっている。〔資料 2-1-5〕 

〔資料 2-1-5〕人口一人当たりの税収額の指数（令和５年度決算） 

 

（まとめ） 

近年、企業収益や消費支出等の増加、地価の上昇等により、我が国全体の地方税収

は、決算ベースで３年連続過去最高となっており、東京都の税収も、同様に、増加傾

向で推移し、令和６年度から７年度にかけて、当初予算ベースで約 5,000億円の増加

となっている。 

全国の地方税収に占める東京都の税収のシェアは全体で 17.6％となっているが、

主として地方法人二税・特別法人事業譲与税及び土地に係る固定資産税がこの水準を

大きく上回っている。 

地方税の偏在度を人口一人当たり税収額でみると、地方税全体では、最大の東京都

と最小の長崎県には 2.3倍程度の差がある。 
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（２）地方財政の現状 

 

（一般財源や財源超過額の状況） 

上記（１）で述べたように、地方税収が全体として増加する中で、地方公共団体間

の財政力の差が拡大しつつあり、二極化する傾向にある。 

すなわち、交付団体においては、地方税収が増加しても、それに伴い地方交付税が

減少するため、一般財源の増加は限定的となっている一方で、不交付団体の超過財源

には地方交付税の財源調整機能が及ばないため、不交付団体においては、地方税収の

増加に伴い、標準的な水準の行政サービスの提供に必要な財源を上回る「財源超過額」

が増嵩することとなる4。〔資料 2-2-1〕 

 

〔資料 2-2-1〕地方税収の増加による財政力の差が拡大するイメージ 

 

近年の都道府県における一般財源総額の推移をみても、コロナ禍による一時的な縮

小はあるものの、不交付団体である東京都と交付団体との差が大きく拡大している状

況がうかがえる。〔資料 2-2-2〕 

また、近年の税収の増加基調等を反映し、東京都の財源超過額5は、４年連続で増加

しており、令和７年度は約２兆円で過去最高となっている。財源超過額全体に占める

東京都シェアも増加しており、令和７年度の東京都のシェアは 83.8%となっている6。

〔資料 2-2-3〕 

 
4 本報告書 51頁も参照。 
5 地方交付税法第 21条の規定により都及び特別区の基準財政需要額、基準財政収入額をそれぞれ

合算して算定。 
6 令和７年度における普通交付税不交付団体は、85団体（都道府県では東京都のみ該当）。 
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〔資料 2-2-2〕１都３県等の一般財源の推移 

 

〔資料 2-2-3〕財源超過額の推移 
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（地方債残高等の状況等） 

 東京都と他道府県の人口一人当たり基金残高7を比較すると、東京都は他道府県の

平均の約３倍となっており、近年も増加している。 

また、東京都の人口一人当たり地方債残高は、他道府県の平均の４割弱（臨時財政

対策債を除いた額では 5.9割）8となっているが、これは、東京都においては投資的経

費に対する一般財源の充当割合が高く、起債発行額が少ないためである。〔資料 2-2-

4・5〕 

〔資料 2-2-4〕都道府県人口一人当たり基金残高及び地方債残高 

 

〔資料 2-2-5〕投資的経費充当の一般財源の割合（埼玉県作成資料） 

 
7 基金は地方公共団体が特定の目的のために資金を計画的に積み立てるなど、後年度の財政負担

に備えるための制度であり、基金残高は当該地方公共団体の財政運営を表す指標の一つ。 
8 46 道府県の臨時財政対策債を除いた地方債残高（人口一人当たり）の額の平均は、令和２年度

449,712 円、令和３年度 449,884 円、令和４年度 449,031 円、令和５年度 453,535 円となってい

る。 
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  このため、令和５年度の東京都の実質公債費比率は 1.3％（道府県平均：11.6％）、

将来負担比率は 9.7％（道府県平均：174.2％）と他道府県の平均に比べて大幅に低い

水準となっている。また、近年の地方債残高の推移をみると、他の道府県の平均が横

ばいで推移している中、東京都は大幅に減少している。〔資料 2-2-6〕 

〔資料 2-2-6〕地方債残高の推移 

 

（まとめ） 

地方公共団体の財政の現状として、不交付団体においては、地方税収の増加に伴い、

財源超過額が増加している一方、交付団体においては、地方税収が増加しても、それ

に伴い地方交付税が減少するため、一般財源の増加は限定的となっている。東京都の

財源超過額は、４年連続で増加しており、令和７年度は約２兆円で過去最高となって

いる。地方税収が全体として増加する中で、地方公共団体間の財政力の差が拡大し、

二極化する傾向となっている。 

東京都の人口一人当たり基金残高は、他道府県の平均の約３倍となっている一方、

東京都の人口一人当たり地方債残高は、他道府県の平均の４割弱にとどまっている。

実質公債費比率や将来負担比率も、東京都は他道府県の平均に比べて大幅に低い水準

となっている。  
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（３）地方公共団体の行政サービスの現状 

 

（東京都の行政サービスの状況） 

近年、東京都においては、様々な新規施策を行っているが、特に、所得制限を設け

ずに、住民への直接的な給付サービスを行う事例が増えてきている。東京都内に在住

する 18 歳までのこども１人に対する月額５千円の支給といったこども・子育て支援

のほか、夏場における水道基本料金の無償化やエアコン・冷蔵庫等の購入支援など、

多岐にわたる施策が行われている。〔資料 2-3-1・2〕 

〔資料 2-3-1〕東京都の最近の主な行政サービスの例（こども・子育て支援関係） 
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〔資料 2-3-2〕東京都の最近の主な行政サービスの例（その他） 

 

（東京都の隣接３県等からの意見） 

このような状況に対し、令和６年５月、東京都に隣接する埼玉県、千葉県、神奈川

県の３県が、財政力の差を原因として東京都との子ども施策を中心とした住民への直

接的な給付サービスなどの行政サービスの地域間における差が拡大しているとの声

を上げ、総務省等に対し、次のような要請を行った9。 

 

居住する地域にとらわれないこども施策の実現及び税源の偏在是正について 

（令和６年５月７日 埼玉県、千葉県、神奈川県） 

（略）一方、近年、税収に恵まれている東京都では、 

  ・１８歳年度末までのこどもに対する月５千円の給付、 

  ・高校授業料実質無償化における所得制限撤廃、 

  ・公立学校給食費の無償化、 

  ・０～２歳児の第２子の保育料無償化、 

  ・１８歳年度末までのこどもに対する医療費助成、 

といった施策を打ち出し、周辺自治体との地域間格差が拡大している。 

 

  

 
9 令和７年８月 29日にも３県から総務省等に対し要請が行われている。 
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全てのこどもがひとしく幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」

を実現するためには、このような地域間格差を解消していくことが必要不可欠で

ある。 

また、こども施策のみならず様々な施策においても、東京都と周辺自治体の地

域間格差の拡大が多く存在しているところであり、こうした状況は、東京一極集

中の流れを加速し、デジタル田園都市国家構想が目指す「全国どこでも誰もが便

利で快適に暮らせる社会」に向けての妨げとなりかねない。 

こうした行政サービスの地域間格差は、財政状況の違いから生じているものと

考える。経常収支比率を見ても、東京都が全国で最も低く、自由に使える財源が 

潤沢である。 

これは、人口密度が高いほど、必要な人口１人当たりの一般財源は少なくなる

が、東京都は、人口密度の高さとは不釣り合いな規模の一般財源を得ていること

が要因と考えられる。 

また、地方法人関係税については、納付税額が多い持株会社をはじめとする大

企業が、東京都に本店又は事業所を置く傾向が強いことや、Ｅコマースの進展に

より、工場や倉庫よりも従業者数の多い本社がある東京都に、事業活動の実態以

上に税収が集中していることも一つの要因となっている。 

 

ついては、このような状況を踏まえ、次の事項について要望する。 

 

１ （略） 

２ 税源の偏在是正 

地方税は、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを行う上で、最も重

要な基盤であり、行政サービスの地域間格差が過度に生じないようにするため

にも、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けた取組を

早急に行うこと。 

 

また、本検討会が実施したヒアリング10（以下、単に「ヒアリング」という。）及び

事務局が実施した全都道府県及び全政令指定都市等を対象としたアンケート調査 11 

（以下、「アンケート調査」という。）において、東京都に隣接する県や指定都市、地

方部の団体等からは、次のような意見があった。 

・ 近年、税収に恵まれている東京都では、豊かな財政力を背景に、第一子保育料

の無償化など子ども施策をはじめとする様々な行政サービス（住民への給付サー

ビス）を打ち出し、行政サービスの地域間格差が拡大している。 

 
10 第７回検討会（令和７年８月 21日）において、全国知事会、全国市長会、全国町村会及び指定

都市市長会から、第８回検討会（令和７年９月９日）において、東京都、福岡県、埼玉県及び秋田

県からそれぞれヒアリングを実施。 
11 令和７年８月 22 日から９月 12 日までの期間で、全ての都道府県・指定都市・市区町村を対象

として「都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築に係るアンケート調査」を実施。 
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・ 子ども施策など様々な行政サービスで、東京都と周辺の地方公共団体の地域間

格差がもはや看過し得ない水準にまで拡大しており、これは財政状況の違いから

生じている。 

・ 東京都と同じような行政サービスを実施するためには、巨額の財源が必要であ

り、実施することは財政上困難、他の団体は追従できない、優先順位の概念を超

えている。 

・ インフラ整備など東京都が首都や国際都市としての機能を充実させることは望

ましいが、他の地方公共団体が財源的に真似できないような住民への直接的なサ

ービスを充実させ、福祉や教育といった本来住んでいる場所によって大きな差が

つくべきでない分野でサービス格差が生じていることは問題と言わざるを得な

い。 

・ エッセンシャルワーカーの確保に関し、例えば保育人材について、東京都は独

自に職員の賃金改善に向けた支援を実施しているが、こうした地方公共団体の政

策の差により、いわばパイを奪い合う状況となっている。 

〔資料 2-3-3〕都道府県アンケート調査結果（行政サービスの地域間格差の現状について） 

 

（まとめ） 

東京都においては、所得制限を設けない住民への直接的な給付サービスなど様々

な行政サービスが実施されているが、これに対し、東京都に隣接する埼玉県・千葉

県・神奈川県の３県等からは、財政力の差を原因として東京都との行政サービスの

地域間における差が拡大しているとの声が上がっている。 
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このほか、指定都市や地方部の団体等からも、東京都と同じような行政サービス

を実施するためには、巨額の財源が必要であり、実施することは財政上困難、他の

団体は追従できないなどの意見があった。 
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３．人口動態及び経済社会構造の変化 

 

 上記２．（１）で確認したとおり、個人住民税や固定資産税の全国に占める東京都の

税収シェアは、一貫して増加傾向で推移している。また、全国に占める東京都の税収

（都及び市区町村の税収の合計額）のシェアは地方税収全体の 17.6％であるが、地方

法人二税と土地に係る固定資産税は、これを大きく上回っている状況にある。 

 このため、これらに関連する人口動態及び経済社会構造の変化について、分析を行

った。 

 

（１）人口動態 

 

（人口減少の現状等） 

我が国の人口は平成 20年（2008年）の１億 2,808万人をピークに平成 23年（2011

年）以降一貫して減少しており、令和６年（2024 年）には１億 2,378 万人、令和 32

年（2050年）には１億 468万人、令和 52年（2070年）には 8,700万人へと、長期的

に大幅な人口減少が予想されている。〔資料 3-1-1〕 

〔資料 3-1-1〕年齢区分別人口の推移と将来推計 

そして、令和６年（2024年）の出生数は、約 68万６千人で戦後初めて 70万人を下

回った。〔資料 3-1-2〕 

合計特殊出生率は、平成 28 年（2016 年）以降、継続して低下しており、令和６年

（2024年）は 1.15で前年の 1.20より低下している。都道府県別にみると、東京都が

0.96で前年の 0.99より低下し、全国最低となっている。〔資料 3-1-3〕 
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〔資料 3-1-2〕出生数の推移 

〔資料 3-1-3〕合計特殊出生率の推移 

都市圏別の総人口の推移を昭和 55年（1980年）から令和２年（2020年）までの 10

年ごとの 30 年間の国勢調査と令和２（2020）年の国勢調査を基に、令和 32（2050）

年までの 10 年ごと 30 年間の推計12によって確認すると、大阪圏や名古屋圏は緩やか

 
12 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（令和５年４月）による。 
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に増加しつつ、令和２年（2020年）には減少に転じたのに対し、東京圏（東京都・埼

玉県・千葉県・神奈川県）は、この間、令和２年（2020年）まで大幅に増加してきて

いる。〔資料 3-1-4〕 

〔資料 3-1-4〕都市圏別の総人口の推移 

同様に、東京圏における各都県の総人口の推移を確認すると、東京都以外の３県は

令和２年（2020年）に人口が頭打ちとなっている一方、東京都は令和 22年（2040年）

まで増加する見込みとなっている。〔資料 3-1-5〕 

〔資料 3-1-5〕東京圏の総人口の推移 
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また、総人口・生産年齢人口に占める東京都のシェアは、平成 12年（2000年）以

降、継続して上昇しており、今後も上昇し続けると見込まれている13。〔資料 3-1-

6〕 

〔資料 3-1-6〕総人口・生産年齢人口に占める東京都シェアの推移 

 

（東京都への転入超過の状況） 

我が国の総人口が減少を続ける一方で、東京都の人口が増加し、総人口に占めるシ

ェアの上昇が続いているのは、平成８年（1996年）以降、地方から東京都への転入超

過が続いており、今後も転入超過が継続すると見込まれるためである。 

人口移動について地域別にみると、大阪府、愛知県は、それぞれ関西、中部地方の

中で転入超過である一方、東京圏に対しては大幅な転出超過であり、福岡県、宮城県、

広島県等でも同様の傾向が確認できる。すなわち、地方から地域の中心都市に、その

中心都市から東京圏へと人口が移動する状況となっている14。 

東京都への人口移動について、ヒアリングでは、東京都からは、人口は東京だけに

集まっているわけではなく、各地域の中核となる大都市に集積しており、「東京一極

集中論」はそもそも前提となる事実に誤りがある、学生や若者も各地域の大都市に集

中しているのが実態である、との意見が示されたが、本検討会において確認した客観

的データにおいては、札幌市を除けば各圏域の大都市に流入する人口と同程度の人口

 
13 なお、「都市再生基本方針」（令和４年 10 月 25 日閣議決定）によれば、大都市は、高齢者人口

の増加が、増加数・増加率のいずれの面でも、今後急激に起こる地域であるとされており、東京

都は地方に遅れて、今後、高齢者人口の増加が見込まれる。 
14 「地方創生 2.0基本構想」（令和７年６月 13日閣議決定） 
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が東京都に流入しているとともに、東京都作成の資料によれば各圏域の大都市から東

京都への転入超過の状況となっており、人口が東京に流入しているという状況に変わ

りはないと考えられる。〔資料 3-1-7・8〕 

〔資料 3-1-7〕東京都作成資料 

 

 

〔資料 3-1-8〕各圏域から東京都への転入超過数 
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東京都への転入超過数を世代別にみると、若年層がその大半を占めている。〔資料

3-1-9〕 

令和６年（2024 年）は、10 代と 20 代を合わせて約 10 万人の転入超過となってい

る。この背景として、若年層が進学や就職を契機に東京都に転入する傾向があると考

えられる。 

〔資料 3-1-9〕東京都への年齢別転入超過の状況（令和６年） 

 全国の大学（国立・公立・私立）の所在地を都道府県別にみると、東京都に 145校

が所在しており、次いで大阪府に 58校が所在している。〔資料 3-1-10〕 

また、全国の大学（大学院を含む）及び専修学校の学生数を都道府県別にみると、

東京都が約 91万人、次いで大阪府が約 32万人となっており、東京都の学生数は全国

２位の大阪府の３倍弱となっている。〔資料 3-1-11〕 

〔資料 3-1-10〕各都道府県に所在する大学数 
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〔資料 3-1-11〕各都道府県の学生数 

東京圏への転入者数と東京圏からの転出者数を性別ごとにみると、令和６年（2024

年）に、男性は約５万 5,000人の転入超過、女性は約６万 4,000人の転入超過となっ

ている。また、転勤やＵターンの機会が多いと考えられる男性に比べ、一度東京圏に

転入した女性は、地方に戻らない傾向にある15。 平成 21年度（2009年度）以降、女

性の東京都への転入超過数が男性の転入超過数を上回っている状況であり、直近 10

年間の女性の転入超過数は、同期間の男性の転入超過数の 1.36倍となっている。〔資

料 3-1-12〕 

〔資料 3-1-12〕東京都への男女別転入超過数 

 
15 「地方創生 2.0基本構想」（令和７年６月 13日閣議決定） 
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また、平成８年（1996年）以降、一貫して女性の東京都への転入超過が継続し、コ

ロナ禍を経て再び拡大傾向にある。直近 25 年間の累計で、女性については、すべて

の圏域から東京都への転入超過となっており、その中でも人口規模に比して北海道・

東北地域からの流入が大きい。〔資料 3-1-13〕 

〔資料 3-1-13〕女性の東京都への転入超過の状況 

このような現状について、ヒアリングやアンケート調査において、地方部の県から

は、若年層において、進学や就職を契機として大学や大企業等が集中している東京都

への転出超過となっている状況であり、地方で育った若い人材が東京都へ流出し、首

都圏経済を支えている、人口や企業（企業本社）が東京へ集中している状況がさらな

る集中をもたらしているのではないか、といった意見があった。 

本検討会の議論では、東京都への人口移動の特徴として、大学等への進学や就職を

契機として全国から東京都へ若年層が移動すること、東京都における行政サービスが

充実していること等に伴い、埼玉県・神奈川県・千葉県など隣接県から 20～40 代の

働き盛りの人々が東京都へ流出することの２つが挙げられるのではないか、との意見

があった。 

このほか、東京都への人口移動とは別に、保育人材などのエッセンシャルワーカー

について、東京都が独自に職員の賃金改善に向けた手厚い支援等を実施していること

により、隣接県との間でいわばパイの奪い合いになり、人材確保について東京都のみ

が優位な状況にあることは問題ではないかとの意見があった。 
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（人口減少と人口の東京への移動による影響） 

上記で述べた人口減少や人口の東京への移動といった現状に対し、次のような影響

が指摘されている16。 

・ 地方は過疎化が進むとともに、過度な東京圏への一極集中により、地方から東

京圏に人口が流出し、地域コミュニティや地域経済の持続可能性に悪影響を与え

ている。地域の様々な分野で人材の不足、円滑な承継・発展の困難などが生じ、

地域が持つ様々な特性の持続可能性がリスクにさらされている。 

・ 東京圏においても、住宅価格や賃料の高騰、長時間通勤など、過密の進行に伴

う弊害や、大規模災害リスクの可能性が指摘されている。 

・ 地方公共団体における人材等の資源の不足や偏在が深刻化している。特に地方

では、保健師や技術職等の専門人材が確保できないといった理由で、福祉やイン

フラ管理など様々な行政分野において、法令に基づく事務の実施に課題が生じて

いる市町村も存在している。 

・ 東京圏へのヒト・モノ・カネの一極集中が進行した結果、地方公共団体が行う

行政サービスに地域差・偏在が生じ、そのことが更なる一極集中を招いていると

の指摘もある。 

 

ヒアリングにおいても、地方部の地方公共団体等から、次のような意見があった。 

・ 地方において人口流出に歯止めがかかっておらず、東京一極集中の是正は重要

な課題である。 

・ 東京都は首都として、政府機関や企業、大学、優秀な人材が集積している一方、

その都市機能の維持に必要な人材の育成やエネルギー、水、食料は地方が供給し

ており、地方部を置き去りにして東京都だけの発展は考えられない。 

・ 公定価格の格差や東京都が行う独自施策により、保育士などのエッセンシャル

ワーカーが東京都へ流出している。 

 

現状として、地方で育った若い人材が東京都に流入することで、東京都の競争力を

支えている面があるが、人口減少が進む中で、より長期的に見れば、将来、地方から

転出する人材が枯渇して、東京都に人材を提供できなくなる可能性もあると考えら

れる。これまで地方は、都市部への食料やエネルギーの供給、治水や二酸化炭素吸収

等による国土・環境の保全など、我が国の発展を支えてきた。これは、裏を返せば、

人口減少や経済縮小に伴う地方の衰退が、いずれは都市部の衰退を招き、さらには、

国全体の衰退にもつながることを意味しており、地方創生の実現は、地方の未来のみ

ならず、日本全体の未来をも左右する重大な課題であるとされている17。 

 
16 「地方創生 2.0基本構想」（令和７年６月 13日閣議決定） 
17 全国知事会「地方創生・日本創造への提言」（令和７年７月 24 日）。なお、「地方創生 2.0 基本

構想」においても、「地方が担う食料、水、エネルギー、自然資源の供給機能がなければ、都市の

豊かさは維持できない。都市と地方は切り離せるものではなく、一体となって初めて国全体の持

続可能性が保たれる。」とされている。 
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（２）法人の事業活動・組織形態の変化 －地方の法人税収への影響－ 

 

（大企業と本社支援産業の東京都への集積） 

法人事業税・特別法人事業譲与税に係る税収の６割程度を占める資本金１億円超の

法人の本社の多くが東京都に所在している。法人数では５割程度であるが、資本金等

の額18等でみると６割程度を占めている19ことから、他道府県の法人に比べ資本金等が

大きい企業が東京都に所在していることが分かる。〔資料 3-2-1〕 

〔資料 3-2-1〕資本金１億円超の法人の本社所在地の状況等 

 

経済活動の伸張を業種別にみると、「情報通信業」、「不動産業」、「純粋持株会社、経

営コンサル業等」などで、県内総生産の全国計に占める東京都のシェアが伸びている。

〔資料 3-2-2〕 

これらの産業のうち、売上金額の伸びが特に大きい業種をみると、東京都に事務所・

従業者が多く所在しており、東京都に税収が偏る一因20となっていると考えられる。

〔資料 3-2-3〕 

 
18 これは法人事業税資本割の課税標準※を指す。法人が株主等から出資を受けた金額として政令

で定める金額（法人税法）とされ、いわゆる払込資本を指す概念である。 
※ 法人税法上の資本金等の額を基に、地方税法において無償増減資に係る調整を行っている。資本金等の額が資

本金の額及び資本準備金の合算額を下回る場合は、資本金の額及び資本準備金の合算額を課税標準とする。 

19 東京都本社所在法人のデータであり、実際の税収は分割基準※に基づき関係道府県に分割して

納税される。 
※ 地方法人二税は、事務所等が所在する地方公共団体において課税される。事業を行う法人の事務所等が２以

上の地方公共団体に所在するときは、関係団体間の課税権を調整する必要が生じることとなり、事務所等の所

在する団体に課税標準額を分割する際の基準を分割基準という。各地方公共団体に納付すべき税額は、分割後

の課税標準額に当該地方公共団体の税率を乗じて、それぞれ決定される（参考資料参照）。 
20 非製造業に係る法人事業税の分割基準は、課税標準の 1/2 を事務所等の数により、課税標準の

1/2を従業者の数により分割することとされている。 
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〔資料 3-2-2〕県内総生産の産業別東京都シェアの変化 （H23年度→R3年度） 

〔資料 3-2-3〕売上金額の伸びの大きい業種における東京都の事務所数・従業者数シェア 

 
また、研究者による分析結果によれば、東京への本社機能の集積が、情報通信業な

どの本社機能を支援する産業の東京への集積をもたらし、本社支援産業の集積が、更

に東京に他の本社を集積させるインセンティブを強めると指摘されている21。 

このような企業の本社所在地の状況に関しては、ヒアリングにおいて、東京都から

は、近年、本社機能の東京都外への移転が続いており、転出超過となっているとの意

見があった。もっとも、企業の移転は法人の事業活動の一部に過ぎないため、企業の

 
21 長岡貞男・門脇誠「東京の産業集積の特徴」『東京経大 学会誌（経済学）』301巻 286-287頁

（2019年）  
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移転のみならず、新設・廃止などを含めた企業数全体（ストックベース）でみること

が適切であるが、企業数全体では、どの資本金区分においても東京都のシェアが拡大

している。特に、資本金が大きい企業ほど東京都に本社が所在する傾向にあり、資本

金 50億円以上の区分では東京都のシェアが 64.6％となっている。〔資料 3-2-4〕 

〔資料 3-2-4〕東京都に本社が所在する法人シェアの変化

 

加えて、大法人（資本金 50 億円以上）において東京都のみに納税する法人の割合

が高まっており、近年新設された大法人においても、その約３分の２の本社が東京都

に所在し、そのうち半数が本社以外の支店等を持たず、東京都のみに納税する法人で

占められている。〔資料 3-2-5〕 

〔資料 3-2-5〕大法人（資本金 50億円以上）の本社所在地の状況22 

 
22 東京都における分割法人とは、東京都以外の道府県にも事務所を設けて事業を行う法人であり、

関係都道府県ごとに事業税額を算定して申告納付する法人をいい、非分割法人とは、東京都以外

の道府県に事務所を設けず、東京都のみに納税する法人をいう。 
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（支店等の統廃合・本社機能の強化の状況と背景として考えられる要因） 

一方で、支店を有する企業の状況をみると、支店の統廃合等により支店数が減少す

る傾向にある〔資料 3-2-6〕。さらに、本社での経理・人事等の一元管理や本社事業部

門の拡大などを背景として本社部門の従業者数の割合が増加している〔資料 3-2-7〕。 

〔資料 3-2-6〕大法人（資本金 50億円以上）における支店数の減少 

〔資料 3-2-7〕東京本社における従業者数の増加 

その背景には、企業におけるＤＸ投資の拡大による業務効率化、店舗を必要としな

い事業形態であるＥＣの拡大、地元事業者の店舗を活用するフランチャイズ事業の伸

張、地域の製造・販売拠点の分社化（子会社化）等を伴う持株会社化の進展などの影

響があると考えられる。〔資料 3-2-8～10〕 
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〔資料 3-2-8〕資本金区分別のＤＸ投資の状況 

 

〔資料 3-2-9〕電子商取引の拡大

 

〔資料 3-2-10〕フランチャイズ事業の伸張 
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また、ヒアリング及びアンケート調査によると、大手ＥＣ事業者の納税額に係る東

京都のシェアが５割を超える事例が複数あること、全国的にフランチャイズ事業を展

開する事業者について納税額に係る東京都のシェアが店舗数に係る東京都のシェア

を大きく上回っていること〔資料 3-2-11〕、全国的に事業を行っている大手企業の組

織再編により地方において大幅な減収が生じた事例23があることなど、地方税収への

影響を問題視する意見があった。 

〔資料 3-2-11〕福岡県作成資料 

 

加えて、事業者がＥＣモールへの出店料をプラットフォーム事業者に支払うこと、

フランチャイズ加盟店がフランチャイズ料を本部事業者に支払うこと、事業子会社が

経営指導料等を純粋持株会社（親会社）に支払うことにより、各地域における事業活

動により生じた利益がプラットフォーム事業者等（主に東京都に所在）に移転するこ

ととなる。このように、企業・企業グループにおける生産・販売等の事業活動は企業

の取引・組織形態の変化が生じる前と変わらずに各地域で行われているにもかかわら

ず、事業活動の実態以上に東京都の税収が多額となる構造にある。 

ＥＣに関しては、平成 27 年度から令和２年度にかけてインターネット販売額が全

国で 2.5兆円増加したが、そのうち、東京都に所在する事業者による販売額の増加額

 
23 アンケート調査において、Ｘ県からは次の回答があった。 

「全国展開している甲社は事業再編により、甲社Ｘ県支店を 100％出資の子会社乙社のＸ県支店

とした。甲社は引き続き乙社Ｘ県支店を通じて同様の事業を県内で展開するものの、乙社Ｘ県支

店は甲社の分割基準の対象とならないため、甲社へ課税できない。 ※甲社支店廃止による減収

額 約 2.2億円」 



32 

は 1.1兆円と概ね半分を占めていること、フランチャイズ事業に関しては、大手コン

ビニ３社（いずれも本社は東京都）の営業総利益に占めるフランチャイズ料等の割合

が 76.9％～97.0％となっていること、持株会社化に関しては、持株会社の本社の大半

が東京都に所在し、さらに、売上金額についてはその大部分が東京都に所在する持株

会社に占められている。〔資料 3-2-12～14〕 

〔資料 3-2-12〕インターネット販売額に占める東京都に所在する事業者による販売額の推移 

 

〔資料 3-2-13〕大手コンビニ３社における収入構造
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〔資料 3-2-14〕純粋持株会社の会社数・売上金額に占める東京都のシェア 

 

 

また、本検討会の議論では、ＥＣの拡大に関しては、消費者がインターネットを通

じてモノ・サービスを購入することにより、各地域における書店等の専門的な小売店

の存続に影響していること、さらに、その小売店で働く従業員の収入も無くなること

により、二重三重で東京への収益・税収の偏在の原因になっているとの意見があった。 

加えて、東京都からはＥＣやフランチャイズ事業による税収全体への影響は僅かで

ある、との意見24があったが、税収面での東京都に与えるインパクトと、地方の各団

体に与えるインパクトは異なり、必ずしも割合の問題では解決されないとの意見や、

多くの地方公共団体が税収への影響を感じていることは無視できないとの意見があ

った。 

このような経済社会構造の変化による地方税収への影響については、アンケート調

査においても多くの地方公共団体から懸念が示されたところである（参考資料参照）。

具体的な事例に言及した回答について、本検討会の議論では、個別企業の組織変更に

よって個々の地方公共団体の税収に大きな影響を与えていることは重く受け止める

べき、この事例25は氷山の一角であり、他の地方公共団体における同様の影響も考慮

すべきとの意見があった。 

  

 
24 東京都の主張の基となるデータに関しては、ＥＣサイトを運営するプラットフォーム事業者や

非物販事業（デジタルコンテンツ、チケット販売、宿泊予約、金融など）を行う事業者が除かれ

ており、ＥＣ市場全体を示していないのではないかとヒアリング時に委員から指摘されている。 
25 脚注 23参照。 
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（地方の法人税収への影響） 

上述したような東京都への大法人の本社の立地や本社支援産業の集積などを背景

として、東京都の法人税収のシェアが拡大している状況にある。特に、一の都道府県

のみに納税する法人（非分割法人）のうち、東京都のみに納税する法人の税収シェア

が直近５年間で大幅に増加していることが特徴としてあげられる。〔資料 3-2-15・16〕 

〔資料 3-2-15〕法人事業税における課税ベースの東京都シェア（H25→R5年度）

 

〔資料 3-2-16〕法人事業税収における業種別の東京都シェア （令和５年度）
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加えて、複数の都道府県に分割して納税する法人（分割法人）においても、東京都

に本社が所在する複数の事務所等を有する法人について、経営資源の効率化の観点な

どから支店の統廃合が行われているほか、業務の高度化などから本社の管理・企画部

門、事業部門における従業者数が増加している傾向にある。こうした企業の組織形態

の変化も、東京都の法人税収のシェアが拡大している要因となっていると考えられる。 

また、法人事業税の割別の税収に着目すると、東京都に大法人の本社が集中し、特

に資本金規模の大きい法人が集中していることなどを背景として、資本割における東

京都の税収シェアは 30％超の高い水準で、かつ、増加基調で推移している。〔資料 3-

2-17〕 

〔資料 3-2-17〕全国に占める東京都の法人事業税の税収シェアの推移

 
 

上記で述べた経済社会構造の変化が地方の法人税収に与える影響について、本検討

会の議論ではて、次のような意見があった。 

・ 各地方公共団体で同じ地方税制が適用されているが、経済社会構造の変化によ

り東京都に多くの税収が入る構造となっているのではないか。 

・ アンケート調査をみると、企業活動がローカルから全国的に行われるようにな

る中、地方から若者が東京へ流出し、東京都に所在する企業の活動に貢献をして

いる一方で、地方部の団体にとっては企業の経済活動の恩恵を受けている実感が

ないのではないか。 

・ 大企業は全国的に事業活動を行っているが、支店や事業所が減少していること、

持株会社体制においては事業会社からの収入が主な収入源となっていることを踏

まえると、大企業の東京への集中が税収偏在の象徴的な要素となっているのでは

ないか。 
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また、ヒアリングにおいて、地方公共団体からは、税源涵養の自助努力の取組に関

連して次のような意見があった。 

・ 企業誘致に積極的に取り組み、多くの企業誘致に成功しているが、本社移転企

業のうち８割超が資本金 1,000 万円に満たない中小企業であり、税収に与える効

果は限定的である。 

・ 高速自動車道の近辺に物流系の企業立地が進んでいるが、オートメーション化

などにより従業員が多く配置されず、東京都に分割される税収の比率が高くなっ

ている。 

 

現行の地方法人課税制度では、法人の事業所等が所在する地方公共団体が課税権を

有することとされた上で、分割基準により地方公共団体間の課税権の調整を行うこと

とされているため、事業所等が所在しない地方公共団体に課税権を分割することはで

きない。上記で述べたような、東京都における非分割法人の増加や、ＥＣの拡大、フ

ランチャイズ事業・持株会社化の進展など企業の組織形態が多様化していること等へ

の対応については、分割基準による地方公共団体間の調整では対応しきれないととも

に、地方法人課税における課税権のあり方そのものに関わる事柄であり、現行の地方

税の枠組みの中で直ちに対応を行うことは困難であると考えられる。 
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（３）地価の動向と都市開発の進展 －固定資産税収への影響－ 

 

（特別区における地価の動向26） 

全国に占める特別区における固定資産税収27のシェアの推移を資産ごとにみると、

家屋、償却資産に係る税収シェアは 10 年間でそれぞれ 11％台、８％台で横ばいであ

る。これに対して、近年の大幅な地価上昇によって、土地に係る税収シェアは拡大の

一途をたどっており、令和５年度時点で全国の約 21.2％（10年間で 4.1ポイント増）

を占めている。〔資料 3-3-1〕 

〔資料 3-3-1〕全国に占める特別区における固定資産税収シェアの推移等

 

地価の状況をみると、特別区における商業地１㎡当たりの平均価格は約 359 万円、

全国平均（特別区及び道府県庁所在地の平均）の約 8.4倍と全国でも突出した額とな

っている。加えて、全国の商業地に占める特別区のシェアは、面積ベースでは 1.3％

である一方で、土地の評価額ベースでは、全国の 29.2％を占めている。〔資料 3-3-2・

3〕 

  

 
26 東京都の土地に係る固定資産税収のうち、約 85％は特別区に所在する土地に係るものであるこ

とから、特別区の地価に着目して分析を行った。 
27 都の特例により、特別区内は東京都が固定資産税を課税している。また、固定資産税収は、都

区財政調整制度による都区間及び特別区間の財源調整の対象となっている。 
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〔資料 3-3-2〕商業地１㎡当たりの地価の状況（令和７年・県庁所在地）

 

 

〔資料 3-3-3〕全国の商業地に占める特別区のシェア（令和６年度） 
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また、特別区における商業地１㎡当たりの平均価格は、20年前との比較で２倍以上

と高い伸びを示している。〔資料 3-3-4〕 

〔資料 3-3-4〕商業地１㎡当たりの平均価格の推移 

 

事務局で実施した不動産関係団体へのヒアリングにおいて、特別区の地価上昇の要

因は、地域に応じて様々であるが、海外からの投資需要等によるマンション用地価格

の上昇、大幅なインバウンド増を受けたホテルや出店需要の拡大、人材確保に資する

立地に優れたオフィスの賃料等の上昇、駅前の再開発事業の進捗等が要因ではないか

との指摘がなされた。 

さらに、同ヒアリングにおいて、特別区は土地資源が限られている中で、駅近、幹

線道路沿いの地区では中小オフィスとマンション、都心の観光需要が集中する地区で

はホテルと物販・飲食など、土地利用者の需要が競合することにより、さらなる地価

上昇を誘引しているとの指摘もあった。 

 

（東京都における都市開発の進展） 

道府県庁所在地・特別区における賃貸オフィスの状況をみると、上記（２）の法人

の事業活動の変化においても述べたとおり、本社機能と本社機能を支援する産業が相

互に影響し合いながら東京都に集積しており、これを一因として、延べ床面積ベース

で 55％超が特別区に所在している。〔資料 3-3-5〕 
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〔資料 3-3-5〕道府県庁所在地・特別区における賃貸オフィスの状況（令和７年１月

現在） 

 

事務局で実施した不動産関係団体へのヒアリングにおいて、こうしたオフィスの集

積は、労働者の増加につながり、住宅や商業施設等の需要を喚起するという都市開発

の面での連鎖につながり得るとの指摘があった。 

また、研究者による分析結果によれば、10年前から地価が 1.5倍以上となった地点

は、国から都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域として指定され、民間

主導の再開発事業が旺盛に行われたエリアと重なるとの指摘がなされている28。この

うち、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として国が指定する特定都

市再生緊急整備地域は、面積ベースで約 60％超を東京都が占めており、容積率制限の

緩和（例：800％→1,990％）などの法制上の支援措置や民間事業者等に対する税制・

財政面での支援措置が設けられている。〔資料 3-3-6〕 

 

〔資料 3-3-6〕特定都市再生緊急整備地域の状況等  

 
28 野澤千絵『2030－2040年日本の土地と住宅』（中央公論新社、2024年）39頁 

 出所 内閣   創生推進 務局   再生緊急整備 域      再生緊急整備 域  覧   土 通省   再生緊急整備 域 主 支援措置       

   
62.9 

   
  

37.1 

※    ・ 崎  跨ぐ整備 域 面積 つ    
            

特定 市再生緊急整備地域   
 15 域 約4,339ha (2025  月 日現在) 

特定 市再生緊急整備地域 係 主な支援措置

【法制  支援措置】    再生     

○   再生 貢献 土   度利用 図    既存 
用途 域  基づ 規制   われず自由度    画
    こ  よ  容積率制限 緩和  可能 

【 政支援】   際競争拠点  整備   

○     公共団体 民間  者  構 され 協議  
  す 整備 画 位置 け れ   拠点インフラ 
整備 つ   重点的 つ集中的 支援 

【税制支援】

・ 所得 ・   ：   間     却

・ 登録免許 ： 建物 保存登記 つ  4/1,000 2/1,000 軽減

・ 不動産 得 ：   標準       条       ※   

・ 固 資産 ・   画 ：   間   標準      条  

     ※   

※ 参酌基準 1/2   2/5  3/5   範囲内

日本橋日本橋二丁       中央  

容積率：800% 700 → 1990  

 阪駅北    阪  

容積率：   % →       
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さらに、国、都道府県、市区町村が事業主体となるインフラや施設等の整備事業

費等について、過去 10年間で、東京都及び東京都内の市区町村による費用負担に加

えて、可住地面積１㎢当たり約 47.9億円の国費29が投入されており、全国２位の大

阪府の２倍以上の金額となっている。〔資料 3-3-7〕 

同じく過去 10 年間で、東京都に対して、住宅、非住宅、土木分野において約 51.8

兆円の民間による建設投資がなされており、全国２位の神奈川県の２倍以上の投資額

となっている。〔資料 3-3-8〕 

本検討会の議論においても、東京都の場合、東京都や特別区による施策やインフラ

投資以外の要因として、企業の集積や国による行政投資、民間による都市開発等が地

価上昇に影響している部分が相当程度あり、それが土地に係る固定資産税の増収につ

ながっているのではないかとの意見があった。 

〔資料 3-3-7〕国による行政投資の状況（10 年間の合計値・可住地面積１㎢当たり） 

 

〔資料 3-3-8〕民間による建設投資の状況（10年間の合計値） 

  

 
29 東京都及び東京都内の市区町村による可住地面積１㎢当たりの費用負担は約 139億円。 
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（固定資産税収への影響） 

固定資産税は、土地、家屋等の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を

認めて課する財産税であり、その課税根拠は資産の保有と市町村の行政サービスとの

間に存在する一般的な受益と負担の関係（応益性）にある。 

全国に占める特別区の税収シェアの推移を資産ごとにみると、家屋、償却資産は 10

年間で横ばいであることに対して、土地に係る固定資産税は拡大傾向にあり、全国の

約 21％（令和５年度）を占めているが、これは近年の大幅な地価上昇による影響と考

えられる。 

道府県庁所在地・特別区における賃貸オフィスの 55％超（延べ床面積ベース）が特

別区に所在しており、労働者や企業等の集積は、住宅や商業施設といったさらなる都

市開発の需要喚起にもつながり得る。また、都市の国際競争力強化の観点から国が指

定する特定都市再生緊急整備地域の約 60％超（面積ベース）を東京都が占めているこ

となどを背景に、民間による都市開発等が進展している。さらに、東京都に対する国

による行政投資や民間による建設投資は、他の道府県を大きく上回る水準となってい

る。 

特別区における地価上昇の要因は、海外からの投資やインバウンドの影響、再開発

事業の進捗、東京都や特別区によるインフラ投資など様々ある。その中で、人口、企

業等の集積や国際競争力の強化等を背景とした都市開発の進展、限られた土地資源の

中での土地利用者の需要の競合など、東京都や特別区によるインフラ投資を含む行政

サービスの提供以外の要因によっても地価が上昇し、東京都が課税する特別区の固定

資産税の増収につながっていると考えられる。  
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４．東京一極集中がもたらす課題と税収の偏在是正の必要性 

 

（１）東京一極集中の現状 

 上記３．では、地方から東京都に人口が流出している状況、企業本社やその本社機

能を支援する産業が相互に影響し合いながら東京都に集積している状況等を示して

きた。また、ヒアリング及びアンケート調査等において、人口や企業（企業本社）が

東京へ集中している状況が、さらなる集中をもたらしているのではないかとの意見が

あった。 

 以下では、上記３．で明らかになったような、人口や経営資源等が継続的に東京都

に集まっていく状況を「東京一極集中」と定義し、「東京一極集中」がもたらす課題等

について検討を加えることとする。 

 

（２）東京一極集中がもたらす課題 

 ①経済活動の東京一極集中の進展 

上記３．（２）で引用した研究者による分析結果に加え、本検討会や事務局において

実施した産業界へのヒアリング（参考資料参照）においても、本社機能と本社機能を

支援する産業が相互に影響し合いながら東京に集積しているとの見解が示された。 

また、企業活動が複雑化・高度化する中で、人材を各支店ではなく本社に集中して

配置させることや、他の企業や外部専門機関の支援を受ける必要性が高まっているこ

とにより、本社・支店の機能の見直しが行われているとの見解が示された。 

さらに、道府県庁所在地・特別区における賃貸オフィスの状況をみると、55％超が

特別区に集中している状況（延べ床面積ベース）の中、オフィスの集積は、労働者の

増加につながり、住宅や商業施設等の需要を喚起するという都市開発の面での連鎖に

つながり得ると考えられる。 

産業界へのヒアリングを通じて、「ヒト・モノ・カネ・情報の集中」、「業務の高度

化・効率化」、「都市開発の増加」によって経済活動が東京に集中・拡大していること

が判明したが、各経済団体・業界団体からは、これらは企業行動を最適化した結果か

ら生じる構造的な問題であり、一過性のものではないとの見解が示された。〔資料 4-

2-1〕 

また、本検討会の議論では、東京都特有の事情として、海外に事業を展開しようと

する企業や、海外から人材を採用しようとする企業にとっては、東京都に所在してい

ることが企業のブランド価値となるとの意見もあった。 
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〔資料 4-2-1〕産業界ヒアリングを通じて得られた視点

 

こうした経済社会構造の変化が今後も進行すれば、東京都への税源の偏在が一段と

拡大し、他の道府県と比べ東京都の地方税収が大きく増加していくことが見込まれる。 

加えて、不交付団体である東京都には地方交付税の財源調整機能が及ばないため、

地方税収の増加により財源超過額等が増大し、他の道府県との財政力格差、行政サー

ビスの格差もさらに拡大していくことが想定される。 

現状においても、東京都以外の多くの地方公共団体からは、上記２．（３）で掲げて

いる東京都の実施する行政サービスと同じような行政サービスを実施するためには、

巨額の財源が必要であり、実施することは財政上困難であるとの意見が出ている。 

今後とも東京都において、他の道府県では財源が課題となって実施できない様々な

施策を新たに打ち出すこととなれば、ヒト・モノ・カネ・情報の東京への集中を助長

することとなり、そのことが東京における経済活動のさらなる拡大につながることが

想定される。 

以上を踏まえると、産業界へのヒアリングを通じて明らかとなったように、東京一

極集中の要因として「ヒト・モノ・カネ・情報の集中」が指摘されており、現状、「人

材・投資の東京集中」が進行している。「人材・投資の東京集中」により、地域の支店

の統廃合が行われ、本社支援産業も東京に集積することにより、「企業本社の東京集

中」も進行する。「企業本社の東京集中」が進む中で、ＥＣの拡大や持株会社化の進展

により東京都のみに納税する法人が増加し、支店を有する法人にあっても本社部門の

機能強化などにより東京本社の従業員数が増加することにより、「税収の東京集中」

も進行する。「税収の東京集中」が地方公共団体間の財政力格差・行政サービス格差を

もたらし、また、官民含め、都市整備プロジェクトが東京都に集中することによって、
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さらに「人材・投資の東京集中」が進行する。このように、循環的な構造により東京

一極集中はさらに進展していくといえよう30。〔資料 4-2-2〕 

〔資料 4-2-2〕東京一極集中が進む構造的要因（イメージ図） 

  

 
30 本報告書 25 頁に掲げる人口の東京への集中による負の影響等も考えられるが、それを上回る

集積のメリットにより東京一極集中が進展していると考えられる。 



46 

②税収の偏在及び財政力格差を背景とする行政サービスの地域間格差の拡大 

 

（人口一人当たりの一般財源額について） 

上記①で述べたとおり、東京都と他の道府県との財政力格差や行政サービスの地域

間格差がさらに拡大していくことが見込まれるが、ヒアリングにおいて東京都からは、

地方公共団体間の財政力格差に関し、地方税に地方交付税等を加えた、人口一人当た

りの一般財源額を都道府県別に比較した場合、東京都は全国平均と同水準となってお

り、是正すべき「偏在」など存在しない、との意見があった。〔資料 4-2-3〕 

一方で、同じヒアリングにおいて、他の３県（福岡県、埼玉県、秋田県）からは、

次のような意見があった。 

・ 狭い面積に人口が集中している東京都は、標準的な行政サービスの提供に必要

なコストが相対的に小さいことから、一般財源の標準的な財政需要への充当割合

が非常に低いため、留保財源と財源超過額により東京都独自の施策が実施でき

る。〔資料 4-2-4〕 

・ 人口密度が上昇するほど人口一人当たりの一般財源は小さくなる傾向にあると

ころ、東京都はその傾向から外れて、高い水準にあり、東京都は他県に比べて自

由に使える財源が多い。〔資料 4-2-5〕 

・ 一人当たりの一般財源額と基準財政需要額との比較において、東京都の財源超

過額は圧倒的に多く、地方交付税による財政調整が行われた後でも東京都への税

財源の偏在が顕著である。〔資料 4-2-6〕 

これらの点について、本検討会の議論では、次のような意見があった。 

・ 東京都から示された都道府県別の人口一人当たりの一般財源額をみると、額が

最も低い順に神奈川県、埼玉県、千葉県となっているが、これらの県は東京都と

同様、人口密度が高いため、人口一人当たりの行政コストが低く抑えられており、

標準的な行政サービスを比較的低いコストで賄えている。 

・ 東京都の人口一人当たりの一般財源が全国平均と同水準ということは、人口一

人当たりの行政コストの低さを踏まえると、東京都は都市部の他県に比べて自由

に使える財源が多く、その分、充実した行政サービスが行えているといえるので

はないか。 

  



47 

〔資料 4-2-3〕東京都作成資料 

 

〔資料 4-2-4〕福岡県作成資料
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〔資料 4-2-5〕埼玉県作成資料

 

 

〔資料 4-2-6〕秋田県作成資料 
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なお、当審議会では、「地方法人課税のあり方等に関する検討会 報告書」（平成 25

年 11月）（以下「平成 25年報告書」という。）において、地方消費税の税率引上げに

併せて地方法人課税の偏在是正措置を検討した。そこでは、地方税は、地方公共団体

が行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであることから、税源偏在の

是正を考える際には、地方公共団体が提供する行政サービス水準の格差につながる財

政力の格差を考慮に入れる必要があるとしている。 

このような観点から、人口一人当たりの一般財源額については、地方公共団体が法

令により義務づけられた事務をはじめ全国的に標準的な行政サービスを提供できる

よう、地方交付税等で財源保障を行っていることの影響が大きいため、地方公共団体

独自の行政サービス等の格差を示すものとなっておらず、これのみによって税源偏

在・財政力格差を判断することは不十分であると指摘している。 

一方で、地方交付税の算定に用いられている基準財政需要額は、地方公共団体が合

理的、妥当な水準で行政を行う場合の財政需要と位置づけられているが、これを上回

る歳入は財源超過額等となり、地方公共団体が独自の行政を行うための財政需要に充

てられ、その大きさは財政運営の自由度を示す一つの数値となることに鑑みれば、財

源超過額等を用いて、税源偏在・財政力格差を判断することは有効であるとしている。 
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（地方公共団体間における税収の偏在及び財政力格差について） 

上記のような税源偏在・財政力格差についての判断基準を踏まえ、２．（２）で確認

した地方財政の現状について、財源超過額等に注目して、再度確認すると、次のよう

な状況となっている。 

・ 近年の税収の増加基調等を反映し、東京都の財源超過額は、４年連続で増加し

ており、令和７年度は約２兆円で過去最高となっている。 

・ 財源超過額全体に占める東京都の財源超過額のシェアも増加しており、令和７

年度における東京都のシェアは 83.8％となっている。 

また、平成 25年報告書において、地域間の財政力格差を考える上で、平成 20年度

税制改正において、当時の直近の決算である平成 17 年度決算における税源偏在・財

政力格差の状況を踏まえ、その是正が必要として、地方法人特別税等に関する暫定措

置法を可決した「国会の意思」をまず前提とすべきであると指摘した31。  

こうした観点から足下の状況をみると、東京都の財源超過額は、税源の偏在是正の

ために地方法人特別税・譲与税制度の創設を決めた平成 19、20 年度当時や特別法人

事業税・譲与税制度の創設を決めた平成 30、令和元年度当時を上回る水準となってい

る。〔資料 4-2-7（2-2-3を一部加工して再掲）〕 

〔資料 4-2-7〕財源超過額の推移 

 

 
31 当審議会において、平成 30 年度税制改正大綱（平成 29年 12月 14 日、自由民主党・公明党）

における検討事項を踏まえ、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置等について

検討した「地方法人課税に関する検討会 報告書」（平成 30年 11月）においても、平成 25年報告

書における考え方を踏襲している。 
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上記の諸点を踏まえれば、地方税財政の現状としては、税収が偏在し、地域間の財

政力格差が拡大しているといえる。 

また、標準的な行政サービスの提供に係る財政需要として算定される基準財政需要

額を賄うための一般財源については、国が地方交付税制度を通じて、どの地域に住む

国民にも標準的な行政サービスを提供できるよう財源を保障しているが、基準財政需

要額として算定される地方公共団体の標準的な行政サービス以外の財政需要につい

ては、「留保財源」（地方税収入見込額の原則 25％）を充てることとなるほか、上記で

述べたとおり、不交付団体においては標準的な水準の行政サービスの提供に必要な財

源を上回る「財源超過額」が存在する。〔資料 4-2-8〕 

〔資料 4-2-8〕地方団体の一般財源（地方税等と地方交付税）の構造 

 

 

基準財政需要額として算定される標準的な行政サービス以外の財政需要、いわば各

地方公共団体が行う独自施策等に充てられる財源（留保財源32＋財源超過額：地方交

付税による財源保障・財源調整の対象とならない財源）について、各都道府県の人口

一人当たりの額（都道府県・市区町村合計：令和７年度）をみると東京都は 28.1 万

円で、他道府県の平均 7.8万円の約 3.6倍となっている。また、平成 25～29年度平

均比では、東京都は 10.4 万円増加している一方で、他道府県平均は 1.6 万円の増加

に留まっており、行政サービス水準の格差につながる財政力格差が拡大傾向にあると

考えられる。〔資料 4-2-9〕  

 
32 ただし、留保財源については、地方財政計画に計上される標準的な経費を一部賄う部分もある

ものであることに留意が必要。 
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〔資料 4-2-9〕各地方団体が独自施策等に充当可能な財源の状況（人口一人当たりの額

（都道府県・市区町村合計：令和７年度）） 

 

  

 

（行政サービスの地域間格差についての分析） 

上記の税収の偏在及び財政力格差が、行政サービスの地域間格差につながっている

ものと考えられるため、この点について、以下、分析を行う。 

上記２．（３）で述べたとおり、多くの道府県が行政サービスの地域間格差が拡大傾

向にあるとの認識を示している。 

一方で、東京都等からは、ヒアリング及びアンケート調査において、次のような意

見があった。 

・ 各地域が抱える課題や状況を踏まえ、それぞれの地方公共団体が必要な行政サ

ービスを展開していくことが、地方自治の基本であり、優先度に応じて、東京都

と同様の施策を展開している地方公共団体も存在する。 

・ 行政サービスの違いは、原則的には各地域が抱えている課題や状況を踏まえた

ものであり、地方分権の趣旨を踏まえると一定の地域間格差が生じるものである。 

このように、東京都等については、行政サービスの「格差」ではなく「違い」につ

いての認識を示している。 

行政サービスの違いが、例えば行政分野間での軽重など、地域が直面する行政課題

や地域住民のニーズ等を踏まえた上で、個々の地方公共団体が行う政策の選択の結果

として生じているものであれば、当然に生じ得る「違い」であると考えられる。また、

各地域の行政はそれぞれの地方公共団体自らの意思と責任の下でなされるという地

方自治の本旨を踏まえれば、地方公共団体が自主性をもってその行政を実施していく

ために望ましい財源は、地方公共団体が自らその権能を行使して収入し、使途に制限
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もない自主財源である地方税収入であることから、地方税収入の状況に応じ財政力に

一定の「違い」があることは許容されると考えられる。 

しかし、多くの地方公共団体の財源が、法令等の規定により義務づけられた事務を

はじめ全国的に標準的な行政サービスを賄うことができる程度である一方で、一部の

地方公共団体は、極めて潤沢な財源を有し、行政サービス全体として、その水準に著

しい「違い」があるとすれば、それは看過できない「格差」が生じているといえる状

況であると考えられる。 

地方公共団体が法令等により義務づけられた事務をはじめ全国的に標準的な行政

サービスを提供できるよう、国は地方交付税等で財源保障を行っている。地方交付税

の算定に用いられている基準財政需要額は、地方公共団体の自然的・地理的・社会的

諸条件に対応する合理的かつ妥当な水準で行政を行う場合の財政需要を保障するも

のと位置づけられており、団体の規模や地理的・社会的条件の違いにより、地方公共

団体間の財政等の状況の単純比較が難しい中で、共通の指標として一定の合理性・妥

当性を有しているものと考えられる。 

この標準的な行政サービスの提供に要する財政需要である基準財政需要額と、実際

に支出された決算額（一般財源等）の比較により、各地方公共団体における行政サー

ビスの総量（標準的な行政サービス＋独自の行政サービス）の状況について分析を行

ったところ、東京都は、実際に支出された一般財源等が全体的に高い水準（総額：東

京都 2.13、他道府県平均 1.38）となっており、全体的に充実した行政サービスが提

供されており、現状は地方公共団体の選択による行政サービスの「違い」ではなく「格

差」が生じているといえる。〔資料 4-2-10〕 

 

〔資料 4-2-10〕基準財政需要額に対する決算額の状況 
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また、本検討会の議論では、ヒアリングの際に首都東京ゆえの財政需要の一例とし

て東京都から説明があった首都警察としての警察費が、他の項目と比べても東京都と

他道府県の平均との差が 0.28 ポイントと比較的小さく（東京都 1.63、他道府県平均

1.35）、政令市と同様の業務も担っている一例として説明があった消防費も他の道府

県の平均とほぼ変わらないこと（東京都 1.33、他道府県平均 1.32）、一方で、住民へ

の給付サービスに係る支出が突出して多い（民生費（児童福祉費・社会福祉費）東京

都 3.57、他道府県平均 1.99）ことに照らすと、裁量的な余地の大きな分野で東京都

の歳出が多いといえる、との意見があった。 

さらに、東京都と他道府県の平均との格差が大きい「民生費（児童福祉費・社会福

祉費）」、「衛生費」、「教育費」の近年の推移をみると、「民生費（児童福祉費・社会福

祉費）」は、令和２年度に格差が縮小したものの、その後拡大傾向にあり、「衛生費」、

「教育費」は、格差が拡大傾向にある。〔資料 4-2-11～14〕 

〔資料 4-2-11〕基準財政需要額に対する決算額の推移（総額） 
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〔資料 4-2-12〕基準財政需要額に対する決算額の推移（民生費（児童福祉費・社会福祉費）） 

〔資料 4-2-13〕基準財政需要額に対する決算額の推移（衛生費） 

〔資料 4-2-14〕基準財政需要額に対する決算額の推移（教育費） 
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（行政サービスの地域間格差の拡大による影響等） 

行政サービスの地域間格差の拡大による影響等について、ヒアリング及びアンケー

ト調査において、東京都に隣接する県や指定都市、地方部の団体からは、次のような

意見があった。 

・ 納税者としては、定められた税額を納付しているにもかかわらず、住所地によ

って行政サービスに格差が生じることで、不公平感が拡大する。 

・ 東京都が実施する充実した行政サービスが、地方から東京への人材の流出等を

加速させている、またはその可能性がある。 

・ 医療機関の支援や介護・保育等のそれぞれの地域が育てている人材が、東京都

に吸収され、全国の医療や福祉政策が成り立たなくなる。 
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（３）税収の偏在是正の必要性 

 

行政サービスの地域間格差の拡大の状況を概観した上で、本検討会の議論では、東

京対地方という考え方ではなく、都市と地方の持続可能な発展という観点から、日本

全体を発展させていくためにどうあるべきかを考えていく必要があるという意見や、

わが国が今ある東京都と地方の格差を放置することは国のあり方そのものに関わる

問題ではないか、との意見があった。 

上記（２）①で述べたとおり、「ヒト・モノ・カネ・情報の集中」、「業務の高度化・

効率化」、「都市開発の増加」によって経済活動が東京都に集中・拡大しており、これ

らは構造的な問題であり、一過性のものではないとの見解が示されている。 

こうした経済社会構造の変化が今後も進行すれば、我が国の画一的な地方税制の下

で東京都にさらに税収が集中することとなり、他の道府県と比べ東京都の地方税収が

大きく増加していくことが見込まれる。これまでも、数度にわたり偏在是正措置が講

じられてきたものの、上記２．（２）で述べたとおり、東京都の財源超過額は既に過去

最高となっており、現状の地方公共団体間の財政力格差を放置すれば、さらに、財政

力格差が拡大する蓋然性が高い。 

そして、上記（２）②で分析したように、既に、行政サービス水準の格差につなが

る財政力格差が拡大傾向にあり、これを背景として、地方公共団体の政策の選択の結

果とはいえない行政サービスの地域間格差が拡大している。 

行政サービスの地域間格差の拡大は、納税者の不公平感を助長し、結果として東京

都への人口集中を一層進めるおそれがある、または、そのおそれを惹起させるのであ

れば、地域間の深刻な分断を生みかねないと考えられる。 

本検討会の議論では、地方部に比べて家賃などの基礎的支出を多く要する東京都に

転入・居住することのできる住民は相対的に平均所得が高いことを考え合わせると、

東京都が充実した行政サービスを行うことにより、日本全体の格差をさらに拡大する

ような状況が生まれてしまうのではないか、我が国の中で一部の地域の住民だけがそ

うした恩恵をより大きく享受できるような仕組みになっているとすれば、それは国の

あり方として問題があるのではないか、との意見があった。 

他方で、地方部に目を向ければ、人材不足が深刻化する中で、例えば地方部におけ

る都道府県を含む地方公共団体は、技術職員について採用予定数を確保できないとい

った状況が生じるなど専門人材の確保に困難が生じており、適切な事務処理に課題が

生じているといった現状がある33。これまで地方部は、人材の育成と供給、食料生産

やエネルギーの供給、自然環境の保全、多様な地域文化の継承といった面で重要な役

割を果たすなど、我が国の発展を支えてきた。現在、若年層を中心に東京都への人口

流出が進み、地方部への回帰が進まないことは、さらなる人口減少につながり、地域

活力の低下や地域社会の維持をますます困難にさせる。今後、東京都への人口移動や

経済活動の集中が加速化し、東京一極集中と地方部の衰退が同時に進行するというの

 
33 総務省「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会報告書」（令和７年６月） 
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は、決して望ましいものではない。我が国における人口減少が進む中で、より長期的

に見れば、将来、地方部から東京都に人材を提供できなくなる可能性もあり、そうな

れば日本全体の衰退につながりかねない。 

これらのことを踏まえれば、地方公共団体間の財政力格差の是正を図るべく、税源

の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築するための具体的な方策を講じ

るべきである。このため、税収が偏在している現状に対し、偏在是正措置を講ずるた

めにどうするべきかを検討することが次の課題となる。 
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５．今後の検討に関する委員からの主な意見 

 

 都市と地方が支え合いながら、ともに将来にわたって持続可能な形で発展していく

ためには、安定的な地方税財政基盤を確立することが不可欠である。東京都も含めた

我が国全体の活力の維持・発展の観点から、偏在性が小さい地方税体系の構築に向け

て取り組むことが重要である。 

 上記４．までにおいて、地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況に係る原

因・課題の分析を行ったが、今後の検討に当たっての視点として、本検討会の審議過

程において委員から出された主な意見は、以下のとおりである。 

 

（１）地方法人課税関係 

 

・ 東京に企業が集積していることにより、意図せずに税収面で大きな恩恵を受けて

いるということであれば、制度上の対応も考えられるか。 

 

・ 地方の団体においても産業振興の努力を行っているにもかかわらず、東京都に企

業が集積していることに、地方の団体の割り切れない思いがあるのではないか。企

業が経済合理的な活動を行った結果、真の経済実態よりも東京都が多くの税収を得

られているのであれば、議論をする必要があるのではないか。 

 

・ 東京都が個人向けの行政サービスを拡充していることが問題となっているが、地

方の法人税収が原資となっているのであれば、法人の負担が個人の受益となってお

り、受益と負担の関係で課題となるのではないか。 

 

・ 大法人の非分割法人が東京都で増加していることについて、個人への行政サービ

スの拡大を可能とする税収規模となっているのであれば、中長期的には法人に対す

る企業課税を見直す必要があるのではないか。 

 

・ 企業・企業グループの中で、無形資産や高付加価値の本社機能をどのように配置

するかは経営判断となる。その結果、目に見える活動範囲とその企業・企業グルー

プの中での利益の計上のされ方には乖離が生じていると考えられる。 

 

・ 国際課税の分野では、近年の経済のデジタル化に伴い、「ＰＥ（Permanent 

Establishment; 恒久的施設）なければ課税なし」の原則について見直しの必要性

が議論されている。地方税においても同様の課題が生じており、国際課税における

論点も参考として地方税のあり方を検討すべきではないか。 

 

・ 令和元年度税制改正（特別法人事業税・譲与税制度の創設）は、県内総生産シェ

アと税収シェアが概ね一致するように見直しを行ったが、財政力格差の拡大や行政
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サービスの格差が問題となっていることを踏まえると、当時の考え方にとらわれず

に検討する必要があるのではないか。 

 

・ 地域における成長産業の違いや法人の組織形態の変化が、どの程度税収の偏在に

寄与しているかを明確にすることは困難であるが、全体として税収の偏在が拡大し

ていることは事実である。 

 

・ 財政力の格差を放置することは国の責務としてそぐわないのではないか。税制に

起因する格差は、地方税制の中で是正できれば良いが、それが困難であれば、これ

までの偏在是正措置のような国税化という手法も考えられるのではないか。 

 

・ 地方法人課税において、税収の偏在を是正する措置を講じる必要があることは間

違いないだろう。 

 

・ 現状、資本金規模の大きな法人が東京都に集中している。例えばネット銀行・保

険会社や持株会社は、東京都に所在しながら全国的に事業活動を行っているが、こ

のような大法人に係る税収が東京都に集中することは受益と負担の観点から問題

があるのではないか。 

 

・ 「付加価値割」を補完するために導入された「資本割」34によって、法人事業税の

東京都への税収偏在が生じている可能性があり、今後の検討課題として捉えるべき

ではないか。 

 

（２）固定資産税関係 

 

・ 国が特定の地域を指定したうえで容積率制限の緩和等といった支援措置により民

間の都市開発を促進していることも、特別区における地価上昇につながっているの

ではないか。 

 

・ 国による投資や民間投資によって地価上昇が生じている部分もあるかと考えるが、

東京都も投資を行っており、要因を切り分けるのは難しいのではないか。 

 

・ 地価上昇による税収増が生じている場合、それが応益原則に照らして適当なもの

かどうか議論することはできるのではないか。 

 
34 資本割については、平成 16年度の外形標準課税の導入に際し、付加価値割を補完するものと

され、平成 27年度・28年度の「成長志向の法人税改革」に向けての検討の中では、「事業活動

規模をより適切に反映し、税の簡素化を図る観点から、資本割を付加価値割に振り替えていくこ

とが望ましい」（「法人税の改革について」（平成 26年６月、政府税制調査会））と指摘されてい

る。 



61 

・ 土地に係る固定資産税について、行政サービスの対価を著しく超える税収が生じ

ている場合には、大規模償却資産制度35を参考にしつつ、当該地方団体の税収を一

定の範囲内にとどめ、それを超える部分については国の収入とした上で、地方に配

分するという仕組みを導入することも検討に値するのではないか。 

 

・ 大規模償却資産に係る特例は、当該市町村が所在する都道府県が一部課税する仕

組みであり、県道の整備など広域的な行政サービスの提供も考えられる。仮に土地

に係る固定資産税について国税化や地方への配分といった部分まで考えていくの

であれば、大規模償却資産とは異なる論理が必要になるのではないか。 

 

・ 是正措置の具体的な内容については別途検討すべき論点であるものの、国による

投資や政策などといった東京都や特別区が提供する行政サービス以外の要因によ

って、行政サービスの対価を著しく超える税収が生じている場合には、土地、特に

商業地に係る固定資産税についても、偏在是正の検討対象に十分なり得るのではな

いか。 

 

・ 東京都と特別区の事務配分の特例36や都区財政調整制度37といった東京都特有の

制度にも着目して検討していく必要があるのではないか。 

 

（３）その他の意見 

 

・ 今回の分析結果を踏まえ、今後、地方法人課税や固定資産税を中心に偏在是正の

具体的な対応策の検討が行われるべきではないか。 

  

 
35 大規模償却資産とは、一の納税義務者が所有する償却資産で、一の市町村に所在するものの価

額の合計額が市町村の人口段階に応じた課税定額を超えるものをいう。大規模償却資産に係る特

例として、当該市町村の基準財政収入額、基準財政需要額等に応じて法定されている金額を超え

るものがあるときは、その限度額を超える部分の価額について、当該償却資産の所在市町村を包

括する都道府県が固定資産税を課するとされている。なお、この特例は、指定都市及び東京都特

別区については適用されない。また、令和６年度課税において、県課税分があるのは５団体であ

る。 
36 東京都は、市町村が処理する事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一

体性及び統一性の確保の観点から、特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理することが必

要であると認められる事務（上水道の整備、管理運営、公共下水道の整備・管理運営、消防に関す

る事務など）を処理することとされている（地方自治法第 281条の２）。 
37 東京都は、東京都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自

主的かつ計画的な運営を確保するため、調整税（固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有

税）に法人事業税交付対象額及び固定資産税減収補填特別交付金を加えた調整税等の一定割合を、

特別区財政調整交付金として特別区に対して交付することとされている（地方自治法第 282 条）。 
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おわりに 

 

本検討会は、地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差に係る原因・課題の分析に

ついて、客観的かつあるべき地方税制の観点から、慎重に議論を進め、本報告書を取

りまとめた。 

 

令和８年度税制改正の取りまとめにおいては、本報告書の趣旨を踏まえ、都市と地

方の持続可能な発展のための地方税体系の構築に向けて、偏在是正措置に関する議論

が進められることを期待している。 

  



 

 

 

 

 

参 考 

  



 

「地方税制のあり方に関する検討会」開催要綱 

（令和７年２月 25日 地方財政審議会決定） 

 

 

１．趣  旨 

地方税制に係る諸課題について検討を行うため、地方財政審議会の下で

本検討会を開催する。 

 

２．名  称 

本検討会は、「地方税制のあり方に関する検討会」（以下「検討会」という。）

と称する。 

 

３．構  成 

地方財政審議会委員、別紙に掲げる地方財政審議会特別委員（関連する

分野の学識経験者として、地方財政審議会令第２条第２項に基づき総務大臣

が任命）をもって、検討会を構成する。 

 

４．運  営 

（１）検討会に座長を置き、地方財政審議会会長がこれを務める。 

（２）検討会は、座長が運営する。 

（３）検討会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

（４）検討会の会議は、原則として公開しないが、会議終了後、配布資料を公

表するとともに、必要に応じブリーフィングを行う。また、速やかに会議の議

事概要を作成し、これを公表するものとする。 

（５）この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長

が決定する。



別 紙 
 

地方税制のあり方に関する検討会委員 

 

 （地方財政審議会委員） 

 ◎小西 砂千夫  会長 

 内田 明憲 

 西野 範彦 

 古谷 ひろみ    

 星野 菜穂子  

 

 （地方財政審議会特別委員） 令和７年２月 28日 総務大臣任命 

  上村 敏之  関西学院大学経済学部教授 

  小西 杏奈  専修大学経済学部准教授 

  齊藤 由里恵 中京大学経済学部准教授 

  坂巻 綾望  同志社大学大学院司法研究科教授 

佐藤 英明  慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

  林  宏昭  関西大学経済学部教授 

  吉村 政穂  一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻教授 

 

 

（◎は座長） 



 

地方税制のあり方に関する検討会 開催実績等 

 

＜ ５ ＞  令和７年７月 25日（金） 13時 30分～ 

     ○ 都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築について 

 

＜ ６ ＞  令和７年 月６日（水） 10時 00分～ 

     ○ 有識者プレゼンテーション 

 上村 敏之 特別委員（関西学院大学経済学部教授） 

○  ５ 検討会においてご質問があった事項への 答 

○ 地方税財政の現状と経済活動の動向について 

 

＜ ７ ＞  令和７年 月 21日（木） 10時 00分～ 

     ○ 地方関係団体ヒアリング 

 全国知事会、全国市長会、全国町村会、指定都市市長会 

○ 経済団体等ヒアリング 

 一般社団法人 日本経済団体連合会、一般社団法人 情報サービス産業協会 

 

＜   ＞  令和７年９月９日（火） 10時 00分～ 

     ○ 地方団体ヒアリング 

       東京都、福岡県、埼玉県、秋田県 

 

＜ ９ ＞  令和７年９月 22日（月） 13時 30分～ 

     ○ ヒアリング等を踏まえた議論① 

 

＜ 10 ＞  令和７年 10月 10日（金） 13時 30分～ 

     ○ ヒアリング等を踏まえた議論② 

 

＜ 11 ＞  令和７年 10月 23日（木） 10時 00分～ 

     ○ 検討会報告書（素案）について 

 

＜ 12 ＞  令和７年 11月４日（火） 13時 30分～ 

     ○ 検討会報告書（案）について① 

 

＜ 13 ＞  令和７年 11月 18日（火） 15時 00分～ 

     ○ 検討会報告書（案）について② 

 

※ 第１回～第４回検討会は、道府県民税利子割の税収帰属の適正化について検

討を行った。 
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